
小学校社会科用学習資料

わたしたちの

○×で答えてみよう！
税金クイズ

令和５年度版
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多く使われている。
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公民
館
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習
塾

図
書
館

みんなのまわりには税金
が使われているものがた
くさんあります。
絵の中で税金が使われて
いると思うものの□に○
印をつけてみましょう。

2

13

14

6

じょう すい じょう

さが

きっと
みんなのために
使われて

いるんだよ！

税金って
何に使われて
いるのかな？
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市役
所BA
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TV
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駅

消防
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コンビニ

☆答えは５ページを見てね！
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しょう ぼう しょ

しょう ぼう し

国や地方は、税金を使って、多くの人が必要と
する公共的な事業を行っているんだよ。
絵にないもので、上下水道の整備にも税金が使
われているよ。
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税金ってなんだろう？

　税金には、いろいろな種類があります。税金は、商売をしている人や会社の利益（もうけ）、おうち
の人が働いて得たお金などから、さまざまな方法で国や地方（県や市町村）に納

おさ

められます。

税金にはどんなものがあるの？税金はどこ行くの？

納められた税金はどんなことに使われるの？

わたしたちみんなのために

所得税 法人税 消費税 固定資産税
自動車税 など※復

ふっ

興
こう

特別所得税 （地方消費税を含
ふく

む）

※復興特別所得税…東
ひがしにほんだいしんさい

日本大震災の復興のために所得税と併
あわ

せて納める税金

　商売をしている
人は、働いて得た
お金から自分の税
金の額を計算して
納めます。

　会社などで働い
ている人は、給料
から税金などが差
し引かれます。

　会社の利益（も
うけ）から税金の
額を計算して納め
ます。

　家や自動車を
持っている人は税
金を納めます。

　買い物をしたと
きにはらった消費
税は、お店などが
まとめて納めます。

税金の種類
を見てみよ
う！

税金はどんなことに使われているんだろう？
これからいっしょに学習していこう！

税金について知っていることを書いてみましょう。

税金は、国や
地方に納めら
れるんだね。

税
金給

料
申
告
書

国
県 市町村
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外国の消費税（付加価値税）

買い物客

品物の代金1,000円
と一

いっ

緒
しょ

に消費税100
円をはらう。
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スウェーデン

消費税のしくみはどうなっているの？

　みなさんも税金をはらっています。その代表例が消費税です。わたしたちが、お店で文房具を買っ
たときにはらう消費税は、どのように納

おさ

められるのか見てみましょう。

　消費税は令和元年10月１日に10％に引き上げられました。
　引き上げられたことで増える国の収

しゅうにゅう

入は、幼稚園や保育所にお金をはらわないで通えるようにしたり、大学の授
業料を減らしたりすることなどに使われます。

　令和元年10月１日から、飲み物や食べ
物（お酒・外食を除きます。）などを買うと
きには、軽減税率（８％）が適用されます。
　毎日の生活で、多くの人が買う飲み物や
食べ物などにかかる消費税率を８％にし
ておくことで、家計の負担を減らすという
メリットがあります。

2.2％7.8％
国国 地 方

22円78円

日本銀行

預けられた消費税
を国のお金として
管理する。

お　店

買い物客から預かっ
た消費税の額を計算
して税

ぜい

務
む

署
しょ

に納める。

税 務 署

納められた消費税を
日本銀行に預ける。

消費税 消費税 消費税

代 金 代 金1,000円 1,000円

100円 100円 100円

（注）�消費税は国税（消費税）と地方税
（地方消費税）に分かれていて
10％の消費税のうち7.8％は国
税、2.2％相当は地方税です。

（2022年1月現在）

　日本では消費者に広く公平に負
ふ

担
たん

してもらう消費税を
平成元年（1989年）４月に導入しました。
　現在、消費税（付加価値税）は世界で約150の国や地

ち

域
いき

に
あります。日本と外国の税率を比べてみましょう。

　日本の消費税率は、平成元年（1989年）４月に導入されてから、過去３回引き上げられました。そのときの税
率は何％だったでしょうか？
　平成元年4月�①　　　%�→�平成9年4月�②　　　%�→�平成26年4月�③　　　%�→�令和元年10月�④　　　%

消費税の軽減税率制度

☆答えは９ページを見てね！

10％ ８％
（標準税率） （軽減税率）

《対象品目》
◯人が食べたり飲んだりするもの
◯新聞（家などに週２回以上配

はいたつ

達されるもの）

代金1,000円

参考資料：OECD資料、欧州委員会及び各国政府ホームページ、IBFD等
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テレビ

地球儀

教科書

教 卓

机

けんび鏡

体育館

けい光灯
時 計

黒 板

きょう たく

い す上ばき

ちきゅうぎ

タブレット

☆答えは7ページを見てね

税金はわたしたちの教育費にも使われています。　

（参考資料：文部科学省「令和２年度地方教育費調査」（令和元会計年度））

※　私立学校では、税金により教材費などの一部が補
ほ

助
じょ

されています。

【P１～２の答え】１、２、３、４、5、６、８、10、11、13、14、15、16

学校で使われている税金を探
さが

してみよう！

　みなさんが通っている小学校では、校舎だけではなくいろいろなものに税金が使われています。
　絵の中で税金が使われていると思うものの□に○印をつけてみましょう。

１か月当たり
約77,300円

１か月当たり
約90,900円

約928,000円/年間

小学生
約1,091,000円/年間

中学生

（注）　端
は

数
すう

を四捨
しゃ

五入していますので、年間と合
がっ

致
ち

しません。

公立学校の児童・生徒１人当たり年間教育費の税金での負
ふ

担
たん

額（令和元年度）

水道、道路などの公共施設や教育、警
けい

察
さ つ

、消防といった公共サービスを提供するために
税金が使われているんだね。

中学校を卒業するまでの９年間で計算すると…

小学生　約� 928,000円×６年間＝約5,568,000円
中学生　約�1,091,000円×３年間＝約3,273,000円

合　計 約8,841,000円
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税金の使いみちの決め方

　国は、国民のくらしを豊かにするために、国の収
しゅう

入
にゅう

となるお金を税金として集め、どう使うかを話
合いで決めています。まず、内

ない

閣
かく

が１年間に入るお金と、国民のために国が行う仕事に必要なお金を
計算し、予算案を作ります。そして、その予算案について、国民の代表者として選挙で選ばれた議員
が国

こっ

会
かい

で話し合い、予算を決定します。

　県や市町村でも、国と同じように住民（県民や
市町村民）の代表者が議会（県議会・市町村議会）
で予算を決めています。

国　会

内　閣

選挙

国　民

予算案の提出

代表者
（国会議員）

予算の議決

公共施設・公共サービス

国の仕事に必要な収入
と支出を計画して、計
画を立てたものを予算
というんだよ。

提供　東京都 提供　衆
しゅう

議
ぎ

院
いん

地方（県や市町村）
の予算の決め方

予
算
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国の予算を見てみよう

令和４年度　国の予算 　令和４年度予算の収
しゅうにゅう

入総額は、約107兆6千億円であり、
その収入の60.6％がわたしたちの納

おさ

めた税金です。

　国の予算はわたしたちの健康や生活を守る社会保
ほしょうひ

障費
に１番多く使われ、２番目は国の借金を返したり利子を
はらったりするための国

こく

債
さい

費
ひ

に使われています。令和４年度一
いっ

般
ぱん

会計当初予算

（参考資料：財務省「令和4年度予算及び財
ざい

政
せい

投
とう

融
ゆう

資
し

計
けい

画
かく

の説明」）

国の税金は、次のようなことに使われています。

　病院でみてもらう
のにも、税金が使わ
れているんだね。

　被
ひ

災
さい

地
ち

で困ってい
る人のためにも役立
てているんだね。

公立学校の場合、教科書や学校の設備などに税金が
使われているよ。また、私立学校の場合にも、税金
は「補助金」というかたちで使われているよ。

【P.５の答え】�体育館、テレビ、けい光灯、時計、黒板、地
ち

球
きゅう

儀
ぎ

、
� けんび鏡、教

きょうたく

卓、教科書、いす、机、タブレット

▲道路や信号

▲自衛隊の活動 ▲宇宙開発

提供 東京都 提供 東京都

提供 防
ぼうえいしょう

衛省ホームページ 提供 JAXA/NASA

公共事業のために 社会保障のために

災害復旧のために 科学技術の発
はっ

展
てん

のために
▲医
　�　　　い���りょう

療

107兆5,964億円107兆5,964億円
国の支出国の収入

国債費

公
こう
債
さい
金
きん

わたしたちの健康や
生活を守るために

県や市町村の
財政を調整
するために

教育や科学技術を
さかんにするために

国の防
ぼう

衛
えい

のために

その他

国の借金を返したり
利子をはらったり
するために

国の借金

その他の収入

道路や橋などの
整備のために

33.7％

14.8％

5.6％5.0％

5.0％

13.3％

22.6％

60.6％

34.3％

5.1％

国民が納める

など

①

②

①と②には、
何が入るかな？

☆答えは、９ページを見てね！
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住民の安全や快適なくらしのために

みんなが利用できる施
し

設
せつ

のために

山形県の予算を見てみよう

【山形県総合文化芸術館（山形市）】
音楽や演劇などの文化芸術を発表したり観たりで
きます。

【除雪車】
冬道を安全に通行できるように除雪をして
います。

【警察】
住民の安全を守っています。

【山形県立図書館（山形市）】
本を借りたり、みんなで話し合いながら調べたり
できます。

6,849億円 6,849億円
県の収入 県の支出（地方交付税

　　交付金等）

（県税）

（県
けん
債
さい
）

その他

その他

教育と文化を
さかんにする
ために

災害で壊れた道路などを
修理するために

商工業を
助けるために

福祉の
充実
のために

国から
地方に
交付される
お金

県民が
納める税金

県の借金

事故や犯罪防止
のために

健康の増進や
環
かん

境
きょう

衛生のために

農林漁業を
助けるために

県の借金を返したり
利子をはらったり
するために

道路の整備やまち
づくりのために

1,105億円
（16.1％）

79億円（1.2％）

1,236億円（18.0％）

827億円（12.1％）

2,902億円
（42.4％）

1,118億円
（16.3％）

533億円
（7.8％）

2,296億円
（33.5％）

270億円（3.9％） 1,012億円
（14.8％）

453億円（6.6％）

401億円（5.9％）

882億円（12.9％）
584億円（8.5％）

県の税金は、次のようなことに使われています。
※出典：山形県「予算に関する説明書」

※円グラフは、割合を四捨五入しているので、合計が100％にならないときがあります。

警察費

（教育費）

（公
こう
債
さい
費
ひ
）

（民生費）

（商工費）

（土木費）

（農林水産業費）

（警察費）

（衛生費）

（災害復旧費）

令和４年度　山形県の当初予算
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　大化の改新以後、農産物（租
そ

）や特産品（調
ちょう

）、労働
（庸

よう
）などを税とし

て国に納めるしく
みができました。

納
の う

税
ぜ い

は国民の義務

日本国憲法第30条
国民は、法律の定め
るところにより、納
税の義務を負ふ。

8世
せい

紀
き

頃
ごろ

明
めい

　治
じ

昭
しょう

　和
わ

安
あ

土
づち

桃
もも

山
やま

時
じ

代
だい

　明治６年に地
ち

租
そ

改
かい

正
せい

がありました。これにより、
全国の土地を測量して、土地の
持ち主が土地の値段（地価）の
３％を税金（地租）として、現金
で納めることとなりました。

　昭和21年に新しい憲法ができました。これで、子
どもに教育を受けさせる義務、勤労の義務、そして、
納税の義務の三大義務が定められました。

　豊
とよ

臣
とみ

秀
ひで

吉
よし

が検
けん

地
ち

を行い、田畑の面積や良し悪しを
調べ、予想される米の
生産高（石

こく
高
だか

）を定めて
年
ねん

貢
ぐ

を納めるようにし
ました。

江
え　ど

戸時
じ

代
だい

現在は・・・

　米の生産高の４割から５割を年貢米として領主に
納めていました。

　社会保
ほしょう

障の充
じゅうじつ

実のために平成元年（1989年）４月に
３％の税率で消費税が導入されました。その後、平成
９年（1997年）４月に５％、平成26年（2014年）４月
に８％の税率となり、令和元年

（2019年）10月からは、少子高
こう

齢
れい

化にともなう、社会保障の財
ざい

源
げん

を
確保するために10％の税率とな
りました。

17世紀から19世紀19世紀末

20世紀頃
ごろ

16世紀末

　日本国憲
けん

法
ぽう

では税金を納
おさ

めること（納税）は国民の義務と定めています。
　この「納税の義務」は「教育の義務」「勤労の義務」とならんで、国民の三大義務の一つとされています。

「納税の義務」は、国民の三大義務の一つになっているん
だね。それでは、いつごろから税のしくみはできたのかな？
日本の税の歴史を見てみよう。

租 調 庸

●勤労の義務 ●納税の義務●�教育を受けさせる
義務 （憲法第27条）

（憲法第30条）
（憲法第26条）

【Ｐ.４の答え】①３％、②５％、③８％、④10％　　【Ｐ.７の答え】①税金、②社会保障費

税　金

税務署
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学習のまとめ

　税金とは、わたしたちのくらしを支えるために必要なお金をみんなで出し合って負
ふ

担
たん

する「会費」
のようなものです。
　つまり、税金を納

おさ

めるということは、わたしたちがより健康で豊かなくらしを送るために欠かせな
いことです。
　これからも、わたしたちの豊かな未来のために税金についてしっかり考えましょう。

わたしたちの代表が
話し合って税金の
使いみちを
　決めているのね。

納
のう

税
ぜい

は義務だけれど
それと同じくらい
どういうふうに
使われているのか
知って考えていく
ことも大事だね。

ぼくたちのまわりの
いろんなところに
税金は使われて

いるんだね。

税の学習を通して分かったこと、気づいたこと、考えたことを書いてみましょう。

学 習 を 終 え て

【表紙のクイズの答え】
Q１：×　 年

ねん
齢
れい

に関係なく品物を買った際に消費税をはらうので、18歳
さい

になってからではありませ
ん。買い物客から預かった消費税はお店が税務署に納めます。

　　　　　18歳になっていない人でも、仕事をしていると所得税を納める場合もあります。
Q２：○　小・中学生に教科書を無料で配るために、約460億円の税金が使われています。
 （参考資料：財務省「令和4年度予算及び財

ざい

政
せい

投
とう

融
ゆう

資
し

計
けい

画
かく

の説明」）

Q３：×　 国の税金が一番多く使われているのは、わたしたちの健康や生活を守るための費用であり、
国の支出の33.7％を占めています。

 （参考資料：財務省「令和4年度予算及び財政投融資計画の説明」）

Q４：○　 災害や犯
はん

罪
ざい

からわたしたちを守るために、国民１人当たり約43,172円の税金が使われて
います。

         　   （参考資料：総務省「令和4年版地方財政白書　関係資料集」第64表・65表、総務省統計局「人口推計」（令和２年10月1日現在）

Q５：×　 国の税金の使いみちは、わたしたちの代表である選挙で選ばれた議員が国
こっ

会
かい

で話し合っ
て決めています。

豊かな未来のために
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インターネットで調べてみよう！税のこと
税の学習に役立つ情報を掲

けい
載
さい
しています！

税の学習に便利！　【税の学習コーナー】

税の学習コーナー
国税庁ホームページアドレス https://www.nta.go.jp

検索

※ホームページの画面は、令和４年５月現在のものです（内容は随
ずい
時
じ
更
こう
新
しん
されます）。

もっと学びたいときは、このページを見てね。 ゲームで楽しく学ぼう！

税のアニメを見る
ことができるよ！

R04.05

な ま え

年　　組 マイナンバーキャラクター
マイナちゃん

税金の申告にも
マイナンバーが
必要だよ！

環境に配慮し再生紙を使用しています

企
き

画
かく

・制作／山
やま

形
がた

県
けん

租
そ

税
ぜい

教
きょう

育
いく

推
すい

進
しん

協
きょう

議
ぎ

会
かい

、仙
せん

台
だい

国
こく

税
ぜい

局
きょく

問合せ先／〒990-8606　山形市大手町1−23
　　　　　山形県租税教育推進協議会事務局
　　　　　山形税務署　税

ぜい

務
む

広
こう

報
ほう

広
こうちょうかん

聴官　TEL　023-622-0788


